
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

厚生労働省から「不妊治療と仕事 両立できていま

すか？－両立支援ガイドブック－」が公表されていま

す（令和６年 12月６日）。これは、不妊治療を受ける

方は増加傾向にあるものの、仕事と治療の日程調整が

難しいことなどから、不妊治療と仕事の両立で悩む方

が多くいるため、その解決のためのヒントになるよう

に作成されたものです。以下、ガイドブックを参考に、

会社ができるサポート等について紹介していきます。 

 

◆不妊治療サポートのために会社ができる支援 

「不妊治療のために利用可能な休暇・休暇制度」と

して、不妊治療に特化した休暇制度・休職制度、不妊

治療に特化しないが不妊治療も対象となる休暇制度

を設けることなどがあります。「両立を支援する柔軟

な働き方に資する制度」としては、フレックスタイム

制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、テレワーク制

度、残業の制限などがあります。そのほかにも、不妊

治療費に対する補助制度・貸付制度、人事労務担当者、

産業医等に相談できる体制の整備などがあります。 

 

◆両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース） 

不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備

に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や

両立支援制度を労働者に利用させた中小企業に対す

る厚生労働省の助成金です。 

 

◆不妊治療連絡カードの活用 

不妊治療連絡カード（厚生労働省）は、不妊治療を

受ける、または今後予定している従業員が、会社に不

妊治療中であることを伝えたり、治療のために会社の

両立支援制度等を申請したりする際に活用すること

を目的としています。従業員本人が主治医等から治療

に必要な配慮事項を記入してもらいます。 

 

 

◆職場での配慮のポイント 

 不妊治療を受けていることを「職場に一切伝えてい

ない（伝えない予定）」という人は 47.1％います（厚

生労働省「令和５年度 不妊治療と仕事の両立に係る

諸問題についての総合的調査」）。職場でオープンにし

ていない理由（複数回答）として、「伝えなくても支障

がないから」（37.1％)が最も多いものの、「周囲に気遣

いをしてほしくないから(33.0％）、「不妊治療が上手

くいかなかった時に職場に居づらいから」（27.7％）、

「不妊治療をしていることを知られたくないから」

（25.7％）といった声があります。 

 不妊や不妊治療に関することは、プライバシーに属

するとともに機微な問題のため、本人から相談や報告

があった場合でも、本人の意思に反して職場全体に知

れわたってしまうことがないようプライバシーの保

護に十分配慮が必要としています。 

 
【厚生労働省「不妊治療と仕事 両立できていますか？

－両立支援ガイドブック－」】 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

pdf/241206-1.pdf 

 

 

 
 

◆技能実習の運用要領を改正 

出入国在留管理庁が、外国人技能実習の運用要領を改

正し、転籍を可能とする場合の要件に、「ハラスメン

トを受けている場合」が明記されました。技能実習生
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の失踪の増加や、外国人労働者に対する人権侵害に対

する批判が国際的にも高まっていることを受けた対

応だと思われます。 

技能実習生は原則３年間転籍ができませんが、「やむ

を得ない事情」があったときは、受入企業を変更する

転籍が認めています。 

これまで、この「やむを得ない事情」にどのような場

合が該当するのか定義があいまいでしたが、暴行や各

種ハラスメント（暴言、脅迫・強要、セクハラ、マタ

ハラ、パワハラなど）を受けている場合、重大悪質な

法令違反・契約違反があった場合に転籍できることが

明確化されるとともに、直接被害を受けた技能実習生

だけでなく、同僚の技能実習生についても対象となり

ました。 

技能実習であるからといって、ハラスメントや賃金不

払いなどの法違反が許されないことが明確にされた

形です。また、転籍を申し出るための専用様式も作成

されたそうですので、今後は転籍の申出がなされやす

い状況となったようです。 

 

◆技能実習制度は「育成就労制度」へ 

労働基準法違反・法定労働時間を超えた労働、労働安

全法違反、労災隠し、賃金未払い、実習計画に基づか

ない実習などは、認定の取り消しや是正指導、送検等

につながります。 

技能実習制度はあらたに「育成就労制度」への見直し

が行われます。新たな制度は 2027 年の開始が見込ま

れますので、今後の動向に注意しておきましょう。 

 

【「技能実習制度における「やむを得ない事情」があ

る場合の転籍の改善について」】 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/10_

00216.html 

 

 

 
 

◆中高年者縦断調査とは 

 厚生労働省は、令和５年の「中高年者縦断調査（中

高年者の生活に関する継続調査）」の結果を公表しま

した。中高年者縦断調査は、平成 17年 10月末に 50～

59歳であった全国の中高年者世代の男女に対して、家

族の状況、健康の状況、就業の状況などを継続的に調

査したものです。第 19回（令和５年）調査では、68～

77 歳の第１回（平成 17 年）調査から協力が得られた

15,523人について集計しています。以下、本調査の就

業状況についてまとめていきます。 

 

◆就業状況の変化 

 就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」

は、第１回調査（50～59 歳）では 38.7％でしたが、

第 19回調査（68～77歳）は 2.4％と減少しています。

また、「パート・アルバイト」は、第１回は 17.0％で

第 19 回は 13.2％、「自営業主、家族従業者」は、第

１回は 15.2％で第 19回は 11.5％と減少傾向となって

います。 

なお、仕事をしていない人の割合は、第１回は

18.1％でしたが、第 19 回は 64.1％で、年齢を追うご

とに高くなっています。 

 

◆仕事をしている理由 

仕事をしている人の仕事をしている理由を比較可

能な第６回（55～64歳）と比較すると、第６回では「現

在の生活費のため」が男性 86.6％、女性 60.6％と最も

高く、次いで、男性は「将来の生活資金のため」40.4％、

女性は「現在の生活費を補うため」39.5％と高くなっ

ています。一方、第 19回では「健康を維持するため」

が男性 53.8％、女性 55.8％と最も高く、次いで、男性

は「現在の生活費のため」52.4％、女性は「社会との

つながりを維持したいから」43.4％となっています。 

 

◆就業希望の状況 

第 19回調査で、仕事をしていない人のうち「仕事を

したい」と思っている人の割合は、男性 14.2％、女性

10.2％となっています。年齢階級別にみると、68・69 

歳で男性 19.1％、女性 13.2％と最も高くなっていま

す。 

 
【厚生労働省「第 19 回中高年者縦断調査（中高年者の生

活に関する継続調査）の概況」】 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chuk

ou24/dl/gaikyou.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68～77 歳の就業状況に関する調査結果～

厚生労働省「中高年縦断調査」）結果から 


